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会 議 録 

 

会議の名称 令和４年度第１回茨木市健康医療推進分科会 

開 催 日 時 令和４年８月９日（火曜日） 午後１時30分～午後２時48分 

開 催 場 所 保健医療センター３階 大会議室 

議 長 肥塚会長 

出 席 者 福島委員、宮本恵委員、小西委員、永井委員、篠永委員、 

桝井委員、宮本潤委員、村山委員、三浦委員 

欠 席 者 小鶴委員、松島委員、種子委員 

事務局職員 福岡市長、小西健康医療部長、 

青木健康医療部理事兼健康づくり課長、浦健康医療部副理事、 

吉田健康づくり課課長代理、永友健康づくり課主幹兼健康増進係長、 

飯盛健康づくり課保健衛生係長、三河健康づくり課健康企画係長、 

石野健康づくり課保健師長 

議題(案件) １．健康いばらき21・食育推進計画の取組状況について 

２．茨木市いのち支える自殺対策計画について 

３．計画策定に向けた市民意向調査の実施について 

４．その他 

資 料 次第 

資料１「健康いばらき21・食育推進計画（第３次）の取組状況につい

て」 

資料２「茨木市いのち支える自殺対策計画について」 

資料３「計画策定に向けた市民意向調査の実施について」 

・健康いばらき21・食育推進計画・いのち支える自殺対策計画 

アンケート調査項目案（一般市民） 

・健康いばらき21・食育推進計画・いのち支える自殺対策計画 

アンケート調査項目案（小中学生） 

・総合保健福祉計画（第２次）施策・取組体系図 

事前ご意見・ご提案への回答 

当日配布資料 

   ・自殺の状況（回収） 

   ・こころiNFORMATION（リーフレット） 

   ・つらいときひとりで悩まないで（チラシ） 

   ・食育ネットワーク通信Vol.5 
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議        事        の        経        過 

発 言 者 発 言 の 要 旨 

司会(事務局)  皆様、こんにちは。定刻となりましたので、ただいまより令和４年

度第１回茨木市健康医療推進分科会を開会させていただきます。 

 まず、開会に当たりまして、福岡市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

（市長あいさつ） 

 

 ここで事務局から、各委員の皆様のご紹介をさせていただきます。

恐れ入りますが、お名前をお呼びいたしますのでご起立いただきます

ようお願いいたします。 

 

（分科会委員の紹介） 

 

 ここで、市長は他の公務のため退席させていただきます。 

 

（市長退席） 

 

 それでは、会議に移らせていただきます。 

 なお、本日は新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮し、マス

クを着用したままでの説明や説明の簡略化等による会議時間の短縮に

努めて開催していきますので、ご協力いただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

事務局 

 

 はじめに、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

 

 （資料確認） 

 

 本日お配りした資料の中に、Ａ４１枚で茨木市総合保健福祉審議会

の諮問についての写しのコピーを置かせていただいております。こち

らにつきましては、当分科会におきまして健康医療分野に関する事項

をご審議いただくということになりますけれども、総合保健福祉審議

会の他の分科会と合わせて、一括して保健福祉に係る総合的な施策の

推進に関する事項について調査審議を諮問させていただきたく、総合

保健福祉審議会会長様宛てで出させていただいております文書の写し

でございます。 
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司会(事務局)  本会議の議事進行は分科会長が行うこととなっております。肥塚会

長、よろしくお願いいたします。 

肥塚会長  それでは、会議を始めさせていただきます。 

  この分科会の会議録は原則公開ということになっておりますが、一

部非公開の資料がございます。後ほど、議題説明の際に事務局から説

明があるとのことですので、ご了解いただきますようお願いいたしま

す。 

 また、会議録の作成上、ご発言の際はマイクをご使用いただきます

ようお願いいたします。 

 本分科会は１時間程度を目途に終了したいと思っているということ

でございますので、円滑な会議進行に皆さんご協力をいただければ幸

いでございます。 

 それでは、本日の委員の出席状況につきまして、事務局から報告を

お願いいたします。 

事務局 

 

本日の委員の出席状況は委員総数13人のうち、出席は10人、欠席は

３人です。 

 過半数以上の出席をいただいておりますので、当審議会規則第８条

第２項により、会議は成立いたしております。 

 なお、本日は２名の方が傍聴されていることをご報告いたします。 

肥塚会長  ありがとうございます。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 まず、会議の進め方についてお諮りいたします。それぞれの議題に

つきまして、事務局の方から説明を受け、その内容について順次、意

見などをいただくということでよろしいでしょうか。 

各委員 （異議なしの声） 

肥塚会長 ありがとうございます。 

 それでは、議題１でございます。健康いばらき21・食育推進計画の

取組状況について、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

事務局 

（三河） 

 健康づくり課の健康企画係長の三河と申します。改めてよろしくお

願いいたします。 

 座って説明させていただきます。 

 それでは、健康いばらき21・食育推進計画の取組状況についてです

が、まず、現行計画の施策及び取組体系につきまして改めて概要をご

説明させていただきます。 

 参考資料としてお配りしております、Ａ４横書きの総合保健福祉計

画第２次施策取組体系図をご覧いただけますでしょうか。現行の第２

次の総合保健福祉計画は、資料の左端に記載がございますように、す

べての人が健やかに、支え合い暮らせる、みんなが主役の地域共生の
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まちづくりを理念といたしまして策定したものでございます。本計画

では、包含する分野別計画全てにおいて共通の理念と基本目標に基づ

き、様々な取組を実施することにより、分野の枠にとらわれることな

く総合的、包括的に保健福祉策を推進し、複合化した課題を抱える世

帯等や制度のはざまの問題などにも対応することとしております。総

合保健福祉計画の分野別計画の一つであります健康いばらき21及び食

育推進計画につきましては、共通理念と基本目標の１から３、また、

５に沿って施策や取組を推進しているところでございます。 

 まず、私からの説明は以上ですが、令和３年度の取組状況について

永友から説明をいたします。 

事務局 

（永友） 

 健康づくり課健康増進係の永友です。よろしくお願いいたします。 

 私が説明に使うのは資料１、ホチキス止めにされている分と事前ご

意見・ご提案への回答を一緒に使っていきますので、よろしくお願い

いたします。数字が大きく変わったところ、特徴的なところを説明さ

せていただきます。 

 では、１ページ目です。基本目標１、みんなで進める健康づくり①

家庭、学校、地域の関係機関等と連携した健康づくりの推進というと

ころで、関係機関への啓発が令和３年度は43機関となりまして２年度

に比べるとかなり数字が低くなっております。これは、令和３年度が

１年間を通じてワクチン接種業務を課全体、市役所全体で優先したた

めに、関係機関等との連携がなかなか進められなかった状況でした。

２年度に関しましては、かなり多くのところと連携させて頂きました

が、３年度については、できるところだけということになっておりま

す。 

 ②の健康に関する相談の実施ということで、これが389と令和２年

度から比べると半数以下ということになっております。あくまでも健

康に関する相談件数になっております。健康づくり課としましては、

コロナ関係の相談の電話などが、かなりかかってきておりましたが、

広義の相談件数としては把握しきれておりません。健康づくりに関す

る狭義の相談件数ということになります。 

 次、２ページ目です。基本目標２、食育推進の②保育所（園）、幼

稚園等における食育の推進ということで、子どもクッキング、食育Ｓ

ＡＴ（学校）ともに０件でありました。特に食育ＳＡＴの方は、数校

からの依頼で企画はしていたのですが、感染状況が急に増えたりであ

りますとか教育現場の状況ということがありまして、やむを得ず中止

にしたという経緯があります。そのため、実績としては０件というこ

とになっております。 

 ③地域における総合的な食育の推進で、下から二つ目の食育ネット
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ワーク通信リーフレットの発行部数を大幅に見直しました。令和２年

度は１万部を超えていたのですが、令和３年度については333部とい

うことで、令和２年度は小学校、中学校の全生徒に配っている数字に

なります。令和３年度は学校側の負担でありますとか、紙媒体で配る

ことの効果はどうなのかというのを見直して、配布を行いました。 

先ほどの食育ＳＡＴや子どもクッキングが０件であった関係で、ほ

かに何かできないかということで③の一番下、ポスター展等を地域で

開きました。食育推進ネットワーク関係団体の食育活動の展示会みた

いな形式です。感染状況等も注意しながら５回行いまして、558人の

来所があったという状況になっております。 

 質問が出ておりまして、事前ご意見・ご提案の回答の①です。資料

１、２ページ目のところで、評価と課題に食育推進ネットワークにお

いて、「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進について検

討が必要と挙げておられますが、動画やＳＮＳ等の活用による情報発

信について今後考えておられる案がありましたらということで、回答

を書かせていただいております。 

ＳＮＳの発信等は、市も含めた食育推進ネットワークの民間企業の

インスタグラムなどにも協力していただいて、発信を進めている状況

です。動画につきましては、食育の分野ではないのですが自殺対策の

ゲートキーパー養成講座の中で、大学生向けに動画を使ったものに少

しトライしている状況です。大学生の関心をこちらに向かせたいとい

う狙いがありまして、動画を作りながらまだ試行している状況ではあ

りますが、食育の分野などほかの分野に広げていけないかなと考えて

おります。 

 質問の②です。家庭における食育の推進や保育所などの食育の推進

が０件であったということで、回答としましては、このコロナ禍の状

況を踏まえ、対面以外の方法を食育推進会議や食育推進ネットワーク

で検討を進めてまいりますということで、一つとしましては当日配布

資料の食育ネットワーク通信Vol.５を見ていただけますでしょうか。

朝ごはんの写真がありまして、これは令和２年、３年度の実際に市民

の方からいただいた朝ごはんを載せております。中面には、毎日食べ

よう朝ごはんチャレンジということで、現在、全小学生にこれを配布

しまして、夏休みには朝ごはんをしっかり食べようという「朝ごはん

チャレンジ」企画を実施中になっております。 

実際、食育ＳＡＴや子供クッキングはできていないのですが、こう

いった取組で朝ごはんを食べる子どもたち、家族を増やしていきたい

という取組を行っている状況になります。 

 次、３ページ目です。身体活動等（運動）①の身体活動の必要性に
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関する周知・啓発ということで、茨木市は大阪府の健康アプリのアス

マイルを活用して行っております。それの登録が令和３年度で１万

2,000人と年度ごとに伸びてきている状況であります。大阪府内の中

でも、18歳以上の人口比から計算してもトップクラスにいる状況には

なっております。登録者数が増えると②の平均歩数は伸びていかない

のですが、令和２年度のときは元年度から比べると登録者数が増えて

平均歩数が減った状況になったのですが、３年度は登録者数も増えて

平均歩数も増えているという状況、頑張ってくださっている状況にな

っております。 

 ③の運動が気軽にできる環境の整備・充実ということで、国保の特

定保健指導の一環として市内フィットネスクラブと連携・協力をして

いただいて、運動指導を行っていただいております。３年度からの新

たな取組で６店舗なります。協定内容としましては、３か月間24回を

上限に無料で利用していただいています。一番効果が出ている人で、

体重がこの３か月間で６キロぐらい減っている人もいらっしゃって、

参加し運動してくださると体重が減るという効果も出ていますので、

今後も続けていきたいと思っております。 

 次、４ページ目、休養・こころの健康です。取組事項①と③の睡眠

や休養の重要性に関する周知・啓発、こころの健康に関する周知・啓

発ということで、リーフレット等の配布を令和３年度はコロナ禍の状

況もあり積極的に配布しております。これについて質問が出ておりま

して、質問の③－２です。机にお配りしております三つ折りリーフレ

ットこころインフォメーションを小中校生に配布しました。もう一つ

の青いチラシつらいときひとりで悩まないでというのを３月に中学生

に配布しました。やはり中学生が一番生活スタイルの変わる時期だ

し、コロナ禍での高校進学とか一番悩みが多い時期に的を絞っており

ます。なお、両方とも自殺対策ネットワーク連絡会の構成員のみなさ

まにご意見をいただきながら作成しております。 

 もう一つ質問がありまして、質問の③－①です。こころのケアセン

ターを６月末にて終了したというとこで、こころの健康相談として来

所・電話・訪問対応の拡充をされたとのこと。相談件数も増えていま

すが具体的に取組がどのように変わったかということで、回答としま

して、４ページ目の④の二つ目、こころの相談室を令和２年度まで行

っておりました。これは週１回木曜日の予約制で、来所相談のみとい

うかなり限られた枠の中で対応しておりました。令和３年６月からは

電話でも来所でも随時対応し、相談は予約優先という体制にしており

ます。 

あと、こころのケアセンターはコロナ禍に起因するストレスや不安
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についての電話相談窓口として設置していたもので、このこころの相

談室やこころのケアセンターを見直すときに、こころの健康相談とし

て窓口を一本化したものであります。これは窓口の電話連絡先が多く

てどこにかけたらいいか分からないという意見もありましたので、窓

口は一つにして対応し、内容によっては適切な相談機関を紹介する、

形にしました。 

 次、５ページ目になります。たばこ対策です。①禁煙の推進という

ことで、禁煙相談の周知・啓発を連携協定締結企業の協力を受けて、

１回ですが実施しました。具体的にはガンバ大阪ホームタウン市民応

援デーで観戦者にチラシを配布したということになります。 

 ③受動喫煙防止対策の推進で質問④が出ております。たばこ対策の

推進として市内喫煙禁止エリアの拡充の質問です。たばこ対策として

は市で大きく二つありまして、市民生活相談課が主として行っている

路上喫煙対策と、健康づくり課が行っている受動喫煙対策の部分にな

ります。 

路上喫煙の部分に関しましては、市民生活相談課①のところです。

阪急茨木市駅及び阪急総持寺駅について現在駅周辺の整備を計画して

いるため、計画が策定した時点で検討していきますということです。

②で、路上喫煙禁止地区の周知・関心については、マナー推進員が週

４回巡回したりと啓発に努めているということです。 

健康づくり課としましては、受動喫煙のほうで、健康増進法や府の

受動喫煙防止条例に基づいて関係機関の機関誌等の掲載を協力してい

ただきながら、啓発に努めております。 

 次、６ページ目になります。自己の健康管理です。③の健（検）診

後の支援体制の充実で、令和３年度の特定保健指導の実施率と終了率

が前年度に比べるとかなり低い数字にはなっているのですが、これが

確定するのが秋になりますので推定的には実施率も65％前後、終了率

も70％前後になるものと考えております。現状、出ている数字という

ことになっております。 

 次、７ページ目になります。歯と口の健康です。①歯と口の健康に

関する周知・啓発で、関係機関ポスター掲示で34とありますが、これ

は市内の郵便局に歯科健診ポスターの掲示をお願いした結果になりま

す。 

 ③歯科健康診査の推進のところで数字の誤りがあります。訂正をお

願いいたします。二つ目の妊婦歯科健康診査受診率が35.6です。成人

歯科健康診査受診率が12.2です。成人訪問歯科健康診査受診者数が

275になります。お詫びして訂正いたします。申し訳ありません。 

 次、８ページ目になります。基本目標３、みんなで進める健康づく
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りとして、三師会や、各民間機関とか健康経営優良法人などと連携し

ております。健康フェスタにつきましては、新型コロナウイルスの状

況がありまして中止ということにさせていただいております。 

あと、関係機関への啓発なども去年に比べると少なくはなっている

のですが、これは冒頭申しましたワクチン接種のほうに業務をかなり

重点化したためです。 

 次、９ページ目になります。基本目標５、健康づくりを支える社会

環境整備ということで、いろんな媒体による情報の発信や関係機関の

協力による情報発信などを行っております。 

 資料１の説明は以上です。 

肥塚会長  どうもありがとうございました。 

 資料１の説明と同時に、事前の委員の皆様からいただいているご意

見・ご提案についての回答も同時にしていただきました。ということ

で今のご説明、それから事前にいただいたご質問等への回答を含めま

して、何かご意見・ご質問ありましたらいただきたいなと思っており

ます。質問していただいた方これでよろしいでしょうかということも

含めてあるのですけれども、いかがでしょうか。よろしいですか。ご

質問ありましたら。どうぞ。お願いします。 

宮本恵委員 では、私から一つ受動喫煙についてご質問させていただきます。５

ページのところで、建物内の公共施設の受動喫煙実施率は１００％と

いうことなのですけれども、それ以外は協力施設ということになって

いるのですけれども、例えば市内の飲食店での建屋内の禁煙ですね。

そういったものについての実施率とか、そういったものについての資

料ありますでしょうか。 

肥塚会長  どうぞ。 

事務局 

（永友） 

 実施率としての数字は手元になく把握していない状況です。ただ、

市内飲食店に関しましては商店会などを通じて受動喫煙防止の啓発は

しております。 

宮本恵委員 ぜひ実施率を把握していただければと思うのが一つと、それとご質

問にありました、今後、駅周辺の開発という計画があるということな

のですが、それが決まってから検討されるということなのですけれど

も、そういったところに計画される飲食店については、ぜひ手洗いと

禁煙というものを徹底していただくのがよいのかなというふうに思い

ます。 

肥塚会長 よろしくお願いします。 

 そうしましたらほかはいかがでしょうか。挙手していただければと

思います。ご質問を事前にしていただいた方、これでよろしいでしょ

うかというのも含めて。あるいはそれ以外でも結構でございます。ほ
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かの資料でも結構でございますが。いかがでしょうか。よろしいです

か。 

 令和２年度、３年度こういう困難な状況の下でいろんな取組を工夫

して、今までできていたものでできなくなったことを別の形でされた

り、あるいはこれまでの取組を含めて、深めて新たな取組をされたり

というような様子が見えているなというふうに思っております。冒

頭、市長のご発言がありましたように来年度計画を策定していくとい

うことでございまして、今は第３次ということでございますけれど

も、進捗状況がこういう異例な事態の中で２年間、今年も含めて３年

間整理するというような状況ではありますけれど、そういうのを見な

がら来年度につなげていく必要があるのかなと思って承っておりまし

た。 

 よろしいですか。皆さん。いいですか。そうしましたらこの案件に

ついては以上でございます。 

 続きまして、議題２でございます。茨木市いのち支える自殺対策計

画について事務局から説明お願いいたします。 

事務局 

（三河） 

 それでは、議題２の茨木市いのち支える自殺対策計画について説明

をさせていただきます。 

 こちら資料２、ホチキス止めの資料２の１ページ目をご覧いただけ

ますでしょうか。まず、現行の自殺対策計画についてですが、本市で

は平成28年自殺対策基本法の改正を踏まえまして、これまでの取組を

発展させ全庁的な取組として自殺対策を推進するために、平成31年度

から令和５年度までを計画期間といたしまして、茨木市いのち支える

自殺対策計画を策定しております。こちらまた別途、冊子で机上に置

かせていただいているものとなります。本市の総合計画をはじめとい

たしまして、各計画の位置付けや関係性につきましては１ページ下の

図をご覧ください。 

 次、２ページ目をお開きください。次期自殺対策計画についてです

が、現在の計画につきましては、総合保健福祉計画と同様に令和５年

度までを計画期間としております。現在、本市の自殺対策計画は単独

で策定しておりますけれども、自殺対策においては全庁的な取組とし

て、生きることの包括的な支援を推進するということが求められてい

ることなどを踏まえまして、次期総合保健福祉計画の分野別計画の一

部といたしまして、健康医療分野での健康いばらき21及び食育推進計

画と一体の計画として策定する予定としております。 

 これまでの健康増進計画・食育推進計画としての位置付けに加えま

して、新たに自殺対策計画を盛り込むことで関連分野や施策とのより

有機的な連携を取りつつ、自殺対策の推進を図るとともに、総合保健

 



－10－ 10 

福祉計画に包含されます他の分野別計画と合わせまして、総合的に本

市の保健福祉の課題解決を図っていきたいというふうに考えておりま

す。 

 またページをおめくりいただきまして、次のページには国の自殺総

合対策の推進に関する有識者会議の報告書の内容、こちら今年の４月

の15日の日付になっておりますけれども、こちらを添付しております

ので併せてご確認いただけたらと思います。 

 今後、次期計画の策定に当たりましては総合保健福祉審議会、また

健康医療推進分科会においてご審議いただきたく存じますけれども、

会議中、個人が特定できるおそれがある内容や出典元から取扱注意と

指定されている資料を提示させていただく場合などにつきましては、

会議を一部非公開とさせていただく場合がございますので、その点ご

了承いただけたらと思います。 

 私からの説明は以上でございますが、また取組状況につきまして続

けて担当から説明をさせていただきます。 

事務局 

（永友） 

 続けて説明させていただきます。 

 先ほどの資料の次のページになります。茨木市いのち支える自殺対

策計画の取組としましては、先ほどの健康いばらき21で休養・こころ

の健康分野になります。ここではどういう自殺者の状況があるかとい

うことを説明させていただきます。 

 １の自殺統計に基づく自殺者数ということで、発見日・住居地に基

づいた資料になります。これは詳しくは次の当日資料で説明させてい

ただきます。令和３年の後ろに暫定値と書いていますが、現在、確定

した数字になっています。 

 ２原因・動機別なのですが、３年、２年、元年と比べております。

例年は健康課題が多い数字にはなってくるのですが、令和３年につい

ては経済生活の数字も増えたという印象を持っております。 

 自殺対策計画の進捗については、①自殺対策推進会議を設置し、各

年度の進捗確認を行っております。３年度につきましても７月６日に

会議を開いて進捗確認をさせていただいております。国や府の動向な

ども共有しております。 

 ②の自殺対策ネットワーク連絡会は各大学でありますとか三師会な

どにも入っていただいた連絡会を開いております。令和３年の第１回

ネットワーク連絡会では、令和２年度の府・市の状況報告を保健所の

精神保健福祉チームから説明していただいております。 

あと、生きる支援に関連する施策の共有というのが、自殺対策計画

では基本施策と重点施策とこの生きる支援に関連する施策というのが

ありまして、生きる支援に関連する施策グループワークをやりながら
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アイデアの共有を図っております。 

第２回につきましては２月に予定していたのですが、感染状況の広

がりがありましたので中止にしまして、先月の７月７日に同様の内容

で、当時は藍野短期大学で現在藍野大学の副学長の飯田教授に来てい

ただいて、こころの健康を学ぶ、うつ病と自死の関連、自死遺族支援

について連絡会の構成員等で講義を受けています。 

 次のページになります。自殺の状況。これは当日資料のほうで説明

させていただきます。自殺の状況なのですが、まず、年の考え方が自

殺のこの統計は１月から12月という考え方になっております。年度と

いう考え方ではなくて１月から12月ということになっております。 

今回の資料は大阪府の資料の発見日・住居地という表に基づいて作

らせていただいております。※印の部分で、非公開の理由なのです

が、いのち支える自殺対策推進センターが５人未満は秘匿値で公表不

可というルールを設けています。いのち支える自殺対策推進センター

は厚生労働大臣の指定法人ということになりますので、市も５人未満

は公表不可というのに準じて資料作りを行っております。委員の皆様

には表中の数字を出させていただいておりますが、説明では具体的な

数字の発言は控えますので配布資料で確認して頂きますようお願いし

ます。  

令和４年の状況ですが、表の中だと分からないのですが令和４年６

月の状況では21人の状況で、前年の６月末の同時期と比べるとプラス

１人の状況です。男性は３人減ったのですが女性のほうが４人増えて

いるという状況になります。 

表は各年、多いところを色づけさせていただいております。大きく

見ると若年の方に色が動いていっているという傾向が見て取れます。

特に令和３年、Ｒ03のところですが、全国的な報道などでは若年女性

が多いと言われていたのですが、茨木の場合はどちらかというと20代

の男性が一番多く、20歳未満も過去５年の統計から見ても一番多い年

になりました。女性は50歳代が多い年だったので、全国的な報道など

で言われている状況とは少し違った状況になっております。 

令和４年の上半期、１月から６月までの状況ですが、男性のほうが

30代のいわゆる働き盛りの世代が多い状況になっております。女性も

40代が多い状況になっておりますので、30～40代の方々に相談機関の

情報であるとか支援の情報が届くようにネットワーク連絡会などでも

情報共有をしている状況です。 

 ２の表が自殺統計に基づく自殺死亡率について、近隣市の状況と併

せて出しております。茨木市が大阪府の平均より高かった箇所は、平

成29年の女性の12.47が大阪府の平均よりは高い値になっておりまし



－12－ 12 

た。 

 ３、計画目標値が平成27年から令和８年に向けて、27年のこの

13.27から30％減少させましょうとなっております。27年から見てい

きましても割と凸凹があり、そのときの社会背景などもあり、大きく

見ると減ってはきているのですが、令和２年は13.46と上がっている

状況です。Ｒ04の21.48が急に上がっているのですが、これは国の報

告が、６月の自殺者数を年率計算しているので高い数字になっており

ます。裏返して言えば６月は多かったということになります。 

 この部分の説明は以上になります。 

肥塚会長  よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 そうしましたら、この自殺対策計画につきましてご質問・ご意見い

ただければというふうに思います。挙手をいただければと思います。

いかがでしょうか。ありましたら。どうぞ。 

宮本恵委員  資料の原因動機別という数字がある、表があるページなのですけど

も、これを見ますと、令和３年度は先ほどお話があったように経済生

活の原因・動機の方が多いということなのですが、もう一つは勤務や

あるいは学校を原因・動機にされている方の割合も多いのではないか

な。それは、これは原因が重なっている方もいるのではないかなと。

この表の数で見ますと思うのですけれども、もう一つ今日当日資料で

拝見すると20歳未満、そして20代の方が多いということもありますの

で、例えば大学生であるとか新しく就職をしたばかり、あるいはする

年代の方々、そういった方々が出てきているのではないかなという気

はするのですけれども、何かといいますとつまりそういった要因に沿

って対策をするということも考えねばいけないのかなと思うのです

が、そういった分析はされていらっしゃいますでしょうか。 

肥塚会長  お願いします。 

事務局 

（永友） 

 はい。いのち支える自殺対策推進センターから提供されています地

域自殺実態プロファイルに基づいて行っております。大学生や新社会

人も対策を行っていこうということで、新社会人向けはまだまだでき

ていないのですが、大学生に関しましては各大学個別に調整し、保健

所と協力しながら行っている状況にはなります。 

肥塚会長  よろしいですか。 

宮本恵委員  もし大学と直接連携できるのであれば、そういった取組も検討いた

だければと思います。 

肥塚会長  そうですね。ありがとうございます。それはぜひと思います。ほか

いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

永井委員  保健所の永井でございます。今の点で保健所等も市さんと一緒にや

らせていただいておりますので、少し補足させていただきますと、こ
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ちらに出ている数字は既に実際にお亡くなりになられた方々の数でし

て、この背景には自殺未遂者の若者が非常に多くなっております。 

茨木保健所でも、ここにもネットワーク連絡会と書いていただいて

おりますけれども、保健所で分析したときにもやはり令和２年、３年

と若者の未遂者が圧倒的に増えてきておりまして、管内の大学がたく

さん５、６個ありますのでその大学に直接、今年度アプローチを試み

ております。実際学生さんと、少し学生向けに何か、それこそ先ほど

もありましたがお手紙を配ったところでそんなの見てくれる時代では

ありませんので、学生に届くような院内イントラのチャットといいま

すかそういうのを使えないかなどですね。学生にも考えてもらう、一

緒に動画やコンテンツを考えていただくというようなことも市とも連

携させてもらって、実際大学を私は回っておりますので、ぜひやはり

特に若い方の命を絶対守りたいと思っておりますので、保健所として

も重点課題に挙げております。 

肥塚会長  ありがとうございます。どうぞ 

宮本恵委員 ありがとうございます。今、お話しされたことは非常に重要なこと

かなと思います。今、おっしゃったように、この自殺者数というのは

最終的に病気でいいますと亡くなられた方や病気になった方というこ

とで、その手前で動きを捉えることができると本当に対策ができるの

ではないかなと思いますので、今、お話があったように相談窓口の統

計であるとか、そういったものをさらに活用していただくのがいいの

かなというふうに思います。 

 それと、やっぱりコロナの影響も多分あるのではないかなと思いま

す。つまり、これまでですと何か悩みがあったりしましても、例えば

同級生の友達であるとか、あるいは先輩、後輩とかそういった方々と

あるいは学校の先生とかですね。比較的容易にいろんな相談や話をす

ることで、恐らく何もなく乗り越えていくことができたはずのこと

が、それが難しい環境に置かれているのではないかなと思いますの

で、やはり大学の関係の方々とも連携をしながら対策をしていただく

のがいいかなと思います。 

肥塚会長 

 

 ありがとうございます。大学もそうですが、やっぱり人と人とのつ

ながりというのが、やはり明らかに弱くなっているというのは皆さん

いろんなところで見ておられると思います。大学というキーワードが

出ました。私も大学の関係者としてやはり学校がオンラインで、これ

は大学に限らないですがそれで孤立していくという傾向がやっぱりあ

ると。これは別に大学生に限らないのですけれど、やはりそういうこ

とをどう乗り越えていくのかというようなことが、今、おっしゃった

ような保健所のところにいろんな貴重な情報があるということですか



－14－ 14 

ら、ぜひ市としても連携していっていただくということは必要かなと

いうふうに思いました。ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。もしなければ２ペ

ージ目の次期自殺対策計画の、今後検討されていくので今、申し上げ

るべきかどうかっていうのも悩んだのですけれども、ここの書き方で

は第１段落の最後のほうに、次期総合保健福祉計画の分野別計画の一

部としてっていうのは結構なことだというふうに思っております。今

はそうなっていませんから。ただ、健康医療分野でのこの健康いばら

き21及び食育推進計画と一体の計画とこう書かれますと少し違和感が

ありまして、その流れで第２段落や第３段落もそういうことを前提に

一体ということで後を書かれているのかなと。 

 次のページの自殺総合対策のページを見ていますと、これの総論の

ところでは包括的な対応を図る生活困窮者自立支援制度、今、出てい

た孤独や孤立などですね。子ども、それから地域共生社会とか精神科

医療、保健、福祉対策との連携となっていて、そうしますと総合保健

福祉計画の各分科会のほかの分科会との課題とも、自殺のことは地域

福祉であるとか精神障害とかいうようなところの課題にもやはり関わ

ったりするということも、ほかの分科会とも関わりがあるというふう

にもなっている。関わりがあるというのはここの第２段落で書かれて

いるのでいるのですけれども、少し違和感があるのはこの健康いばら

き21及び食育推進計画と一体の計画という風になると、これはこうな

るかもしれませんが場合によってはこれともう一本、二本立てで、こ

の自殺対策計画がこの計画とは別立てでこうなるか、それとも健康と

いうところとの関わりでもちろん自殺は関わっているので、この中に

入れるのかというのは検討していただければありがたいなという風に

思っていまして、一体と最終的にはなるかもしれませんが、ならない

可能性も含めて検討していただければありがたいなというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

事務局 

（青木） 

 会長、ご意見ありがとうございます。 

 会長がおっしゃるように福祉部門との整合性をとらなければいけな

いのは、この自殺対策だと思っております。今、会長がおっしゃって

いただいたような形でできるかどうかも含めて、少し検討させていた

だきたいと思っております。 

 以上でございます。 

肥塚会長  よろしくお願いします。ほか。そうしましたら、どうぞ。 

福島委員  先ほどの統計の数字がありましたね。総数とか男女と書いてあると

ころですね。この二つ目の原因・動機別って書いてあるところの横計



－15－ 15 

を足しますと、やはり上の数字とは違うのですね。だから例えば令和

３年ですけど合計してもらって45ですから、やはりいろんな理由とい

いますか。いろんな分野にまたがっていると。この自殺原因が今、会

長がおっしゃっていましたように、やはり一元的ではないのだろうな

というふうに思いますけれども。意見ですけども。 

肥塚会長 

 

ありがとうございます。いろんな多面的に人が命を絶ってしまうと

いうことについてはいろんな関係が、特に今、言っておられた福祉の

関係は地域との関係がやっぱりあるのかなというふうに思ったりしま

すので、この分科会で扱うことについては言うつもりは全然ないので

すが、計画で一体、一本にするのかどうかということの論点だけを申

し上げさせていただいたということで、受け止めていただければとい

うふうに思います。ありがとうございます。 

 それでは、次の議題にいかせていただいてよろしいでしょうか。そ

れでは、議題の３でございます。計画策定に向けた市民意向調査の実

施について、お願いいたします。 

事務局 

（三河） 

 それでは、議題３の市民意向調査の実施についてご説明をいたしま

す。 

 こちらはホチキス止め資料３でございまして、表紙をおめくりいた

だけますでしょうか。ご覧いただきますと、まず目的を記載しており

ます。今回の調査は、令和５年度に策定予定である次期計画の基礎デ

ータとするとともに、今後の施策を検討するために必要な資料を得る

ことを目的として実施するものです。市民意向調査につきましては、

前回の計画策定のときにも同様にさせていただいたもので、今回につ

きましても地域福祉分野と健康分野の市民意向調査については対象者

が18歳以上の市民、また、市内の小学生、中学生としておりますの

で、併せて実施することと考えております。送付対象者数につきまし

ても、前回調査と同程度の数を現在は想定しているところです。調査

の実施時期につきましては、本年の10月から11月を予定しておりまし

て、調査項目案については、地域福祉分野については地域福祉の推進

分科会、健康分野については健康医療推進分科会においてそれぞれ検

討いたしまして、両分科会でいただきましたご意見などを総合いたし

まして、調査項目を決定することといたします。 

 続いて、ページをめくっていただきまして調査項目案に入らせてい

ただきます。こちらにつきましては、まず、18歳以上の一般市民の方

の調査項目案になっておりまして、初め、問１から10につきましては

地域福祉推進分科会でご審議いただくことにしまして掲載を省略させ

ていただいております。 

 続いて、問11から問34までが健康分野に係る調査項目でございまし
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て、35以降については、また地域福祉分野の項目となりますので省略

をさせていただいております。 

 その後、続きまして、小中学生用調査表の案を、添付しております

けれども、こちらは問１から問10が健康分野の調査項目となっており

まして、それ以降が地域福祉分野の項目ということになっておりま

す。 

 今回、調査項目につきましては現在の計画の評価、また次期計画の

ための基礎データとなりますので、比較するために大部分については

前回の項目を踏襲した内容としておりますけれども、国ですとか府の

調査等との比較をしやすくするために一部文言を修正している箇所

や、新設している項目などがございます。また、先ほど議題２にもご

ざいました自殺対策の部分について関連する項目ということで、新設

している部分もございます。 

 具体的な調査項目の内容につきましては、Ａ３の横書きでお配りし

ております新旧が比較できる表があるかと思うのですけれども、そち

らをご覧いただければと思います。こちらの表を、ご覧いただきます

と、まず、左側のほうに前回の調査の内容、項目案、選択肢を記載し

ておりまして右側のほうに今回の項目を記載させていただいておりま

す。あと、一番右側の列につきましては、新設ですとか削除、修正し

た箇所の理由を簡単ではございますけれども記載をしております。 

 また、こちらの調査項目につきましても事前にご意見を幾つか頂戴

しておりまして、Ａ４でお配りしております事前のご意見・ご提案へ

の回答の紙がございますのでご覧いただければと思うのですけれど

も、まず、一般市民用の問24の設問について適正体重の維持、また、

減塩に気をつけた食生活の実践についてという部分について、おのお

の取組状況を評価したほうが適切な評価につながるというご意見をい

ただいております。 

 続いて、問27。こちらが飲酒量についてなんですけれども、最近は

アルコール量、グラム数ですね。こちらで質問するということが多く

なっているということもございますので、記載方法について検討して

より分かりやすく記載することができるのではないかというご意見が

ございます。 

 問33についてですけれども、こちらが、あなたの不満や悩みやつら

い気持ちを受け止め、聞いてくれる人または場所はあると思いますか

という案で記載しておったところ、こちらは人または場所ありますか

でいいのではないかというご意見をいただいておりますので、こちら

も検討させていただこうと思います。 

 最後、こちらが小中学生用の設問になるのですけれども、項目案に
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は載っておりませんので、Ａ３の削除する候補として挙げていたもの

でございます。こちらはたばこを吸っている人が、吸っていることに

ついてどう思いますかというところなのですけれども、削除していた

理由というのが、国ですとか府のほうになかなか挙げられていないよ

うな内容で、市の取組との関連で載せていたということがあったので

すけれども、やはり喫煙防止教育の浸透を図る機会にもなるので、設

問を残すということをご検討いただきたいという内容でございまし

た。 

 こちらのいただいたご意見等につきましては、より分かりやすく、

現在の指標もございますので、適切な評価ができるような形で項目を

検討してまいりたいというふうに考えております。また、同様に地域

福祉の分科会のほうでもご意見等頂戴しておりますので、併せて項目

を今後決定させていただきたいというふうに考えております。 

 最後に今後の予定だけお伝えさせていただくのですけれども、先ほ

ど申し上げましたように現在のところ10月、11月にアンケート自体の

実施をさせていただきまして、集計させていただいた後、次回の分科

会におきましてアンケート調査の中間報告をさせていただきたいと考

えております。その後、３月頃になるかと思うのですが、総合保健福

祉審議会のほうにおきましてアンケート調査の結果概要についての報

告をさせていただく予定でございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

肥塚会長 

 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、市民意向調査の実施のご説明、それから事前にいただき

ましたご意見・ご質問・ご提案につきましての回答ということです

ね。大丈夫ですか。ご説明いただいたのですが、これにつきましてい

かがでしょうか。はい、どうぞ。 

宮本潤委員 薬剤師です。健康いばらき21・食育推進計画、いのちを支える自殺

対策計画の中の問16のところですね。あなたは在宅医療をご存じです

かっていうところは、新しいところは独自性が強いため削除ってなっ

ているのですけれども、この独自性が強いためという意味が少し分か

りにくいのですけれども説明をお願いできますでしょうか。 

肥塚会長  そうですよね。お願いします。 

事務局 

（三河） 

はい。こちらですけれども、在宅医療の設問につきましては他の健

康増進、国ですとか府の計画が今、調査について入っていないものと

いうことでしたので削除候補とさせていただいていたのですけれど

も、ご意見も踏まえまして介護の分野もございますので、併せて検討

してまいりたいと思います。 

肥塚会長  よろしいですか。そうしましたら、篠永さん。 
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篠永委員  医師会の篠永です。アンケートのほうで、事前質問にも挙がってお

りました設問33及び小中学生対象の問10の整合性について、ご検討い

ただきたいなというのがご質問の趣旨であります。問33はこの原文を

読みますと、あなたの不満や悩みやつらい気持ちを受け止め、聞いて

くれる人または場所はあると思いますかということなのですが、ある

と思いますかですから答えはあるかないかだと思うのですよね。ある

人は１番から９番みたいな形になると思います。 

 一方、問10ですけども小中学生用の後ろから２枚目の紙ですが、要

するに相談する人がいますかという小中学生ですよね。誰にも相談し

ないというのがありまして、これは気をつけないと相談する人がいな

いというのが隠れてしまう可能性がないでしょうか。 

肥塚会長 そうですよね。この書き方だったら。 

篠永委員  だから９番に相談する人がいないっていうのを入れておくと何か見

えてくるものがあるのではないかなと思いますので、ご検討いただき

たいなと思っております。 

肥塚会長 いかがでしょうか。これはかなり具体的でそうだなと思って聞いて

いたのですが。 

事務局 

（三河） 

 ご意見ありがとうございます。こちらにつきましても、なかなか子

ども向けに調査をしているという事例が余りなかったもので作成した

ものになるのですけれども、ご意見参考にさせていただき、適切な内

容となるようにさせていただきたいと考えております。 

肥塚会長 ぜひよろしくお願いいたします。 

ほかいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

小西委員 

 

 私からは内容ではなくて調査方法ですけれども、今回無作為抽出と

いうふうになっていて、そしてこの客体数がそれぞれ書かれているの

ですけれども、これはサンプル数の設定としてはご手段に合わせてこ

ういった数字にしてあってというのか、あるいは調査をする側のたま

たま設定した数なのかというところを確認したいというところが一つ

と、それともう一つは一般市民のところが18歳以上ということになっ

ていて、この設問を見ますとかなり年代によって回答の内容が異な

る、あるいは年代ごとに知りたいというところがあると思うのですけ

れども、この無作為抽出がそういう条件をつけた無作為抽出になって

いるのかどうかということについて、確認をさせていただければと思

います。 

肥塚会長 よろしくお願いします。 

事務局 

（三河） 

この客体数、サンプル数の設定につきましては、統計上は有効な数

値となるようにというふうに設定をするということになっておりま

す。年代ごとにというところもございますけれども、こちらについて



－19－ 19 

も、すみません。見え方につきましては詳細を調べさせていただいて

またご確認させていただこうとは思います。 

小西委員 非常に重要な調査だと思いますので、その結果の有効性ということ

が確保できるようにしていただければと思います。よろしくお願いし

ます。 

肥塚会長 

 

 そうですね。属性のところはね、ピチッとなっていた方がいいなと

思いますし、それから調査の手法につきましても小学５年生が1,100

でなぜ中学２年生が600なのかというのは素朴に何となく、有効性と

いうのは当然よく分かるのですけれども、市民の数などですね。それ

はまた当然考えてもらえるとは思うのですけれども、客体数の有効性

についても収集方法とか多分そういうことも関係しているのかなと思

いながら。でも指摘されるとそういうことは大切ですので、ちゃんと

説明がつくようにしていただければというふうに思っております。 

 ほかにはいかがでしょうか。ございませんでしょうか。よろしいで

すか。 

 そうしましたらこの件について、今のご意見含めまして10月、11月

のあのアンケートに向けて進めていただければということでございま

す。 

 それでは、本日は以上でございます。事務局から何かございます

でしょうか。 

事務局 

（坂本） 

 はい。第２回茨木市健康医療推進分科会は来年１月から２月頃を予

定しておりますが、改めて文書でご案内いたします。 

 また、本日は限られた時間での会議でしたので、ご不明な点などが

ございましたら、８月19日金曜日までにEメール等で事務局までご連

絡いただきますようお願いいたします。 

 なお、本日の会議録につきましては、事務局で案を作成し皆様にお

送りさせていただきますので、ご確認をお願いいたします。 

 以上です。 

肥塚会長  以上ですね。ありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして令和４年度第１回の茨木市健康医療推

進分科会を終了させていただきます。皆さん、最後まで審議にご協力

いただきましてありがとうございました。 

 以上でございます。 

  

 


